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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月２５日 １３時０１分ごろ 

発生場所 対馬海峡東水道 長崎県壱岐市若宮灯台から真方位００３°９.５海里付近

（公海上） 

（概位 北緯３４°０１.５′  東経１２９°４１.８′） 

事故調査の経過  平成２２年６月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 YU
ユ

 JIN
ジン

（大韓民国）、２,９７４トン 

   ９３９６４３８（ＩＭＯ番号）、DOOSAN CAPITAL CO.,LTD. 

   ８４.９６ｍ（Lr）×１４.０ｍ×７.７５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,９８０kＷ、２００７年６月６日 

Ｂ 漁船 龍
りゅう

真
しん

丸、１３トン 

   ＦＯ２－６５８０（漁船登録番号）、個人所有 

   １７.６０ｍ（Lr）×３.５３ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、６７０kＷ（漁船法馬力数）、平成１８年１２月

２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍） 男性 ６５歳 

   First Class Deck Officer Certificate（大韓民国発給） 

    発 行 日 ２００７年１０月１９日 

    有効期限 ２０１２年１０月１８日 

  二等航海士Ａ（大韓民国籍） 男性 ５２歳 

   Third Class Deck Officer Certificate（大韓民国発給） 

    発 行 日 ２００８年６月４日 

    有効期限 ２０１３年６月３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３６歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年９月３０日 

    免許証交付日 平成２２年８月２０日（流失再交付） 

           （平成２５年９月２９日まで有効） 

  甲板員Ｂ 男性 ３３歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２０年４月４日 

    免許証交付日 平成２０年４月７日 

           （平成２５年４月６日まで有効） 
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 死傷者等 船長Ｂ及び甲板員Ｂが軽症（打撲） 

 損傷 Ａ 船首部擦過傷 

Ｂ 船体中央部で切断、船尾側部分沈没、全損 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａほか１４人が乗り組み、壱岐島北方沖を針路約２６７°

(真方位)、速力約９.３ノットで西進中、船長Ａが船橋当直中の二等航海士

Ａに、ポートステートコントロール（ＰＳＣ）で指摘された不要な船尾灯

を撤去した部分の写真撮影を指示し、また、操舵手Ａに舵機室の清掃を指

示し、自ら当直に就いた。 

 単独で船橋当直をしていた船長Ａが、船橋後部のパソコンで報告書を作

成していたところ、平成２２年６月２５日１３時０１分ごろＡ船の船首部

とＢ船の左舷中央部が衝突し、Ａ船は、転覆したＢ船を乗り切った。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、壱岐島北方沖で船首を南に向

けて漂泊し、れんこ鯛はえ縄漁の揚縄作業中、Ａ船と衝突した。 

 衝突後、Ｂ船は転覆し、船体中央部で二つに切断され、船尾側がすぐに

沈み、船首側の船体部分が船底を上にして浮いていた。船長Ｂ及び甲板員

Ｂは、その船底にはい上がり救助を待った。 

 Ａ船は、衝突現場に戻り、救命浮環を投下して２人をＡ船上に救助し

た。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、海上保安庁のヘリコプター及び救急車で福岡市

内の病院に搬送された。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：平穏、東からの波 

 その他の事項  二等航海士Ａは、船長Ａと交替する際、前方で漂泊していたＢ船を見落

としていたので、船長Ａと交替して船橋を離れるときに、Ｂ船のことを引

き継がなかった。 

船長Ｂは、揚縄機の操作と右舷側から揚がってくる縄を見ていて、Ａ船

が左舷方から接近していることに気付かなかった。甲板員Ｂは、右舷側の

揚縄機に向かい、揚がってきた魚を針から外し、針を籠端に掛けて整理す

る作業をしていて、Ａ船が背後から接近していることに気付かなかった。 

 船長Ｂと甲板員Ｂは救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、壱岐島北方沖を西進中、単独で船橋当

直中の船長Ａが、船橋後部のパソコンで報告書の

作成作業を行い、見張りを行っていなかったこと

から、漂泊中のＢ船に気付かずに航行したものと

考えられる。 

 二等航海士Ａ及び操舵手Ａは、船長Ａの指示を

受け、船橋を離れていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、漂泊して揚縄中、船長Ｂ及び甲板員Ｂ

が、揚縄作業を行い、適切な見張りを行っていな

かったことから、Ａ船の接近に気付かなかったも

のと考えられる。  
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原因  本事故は、壱岐島北方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が漂泊して揚縄

中、単独で船橋当直中の船長Ａが見張りを行わず、また、船長Ｂ及び甲板

員Ｂが揚縄作業を行い、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝

突したことにより発生したものと考えられる。 

 




